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弁護士     亀  同  弘  敬

拝啓 当職は、貴法人のTAC株式会社 (以 下「通知会社」といいます)に対
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まず、TAC申込規約 (以 下「申込規約」といいます)における、平成 22
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語契約が継続 している受講生 (以 下

「既受講生」 といいます)へ の遡及適用の有無につきましては、申込規約第 1

8条 に基づき、当然に既受講生へ遡及適用されてお ります。

しか しなが ら、通知会社は、貴法人の本件再申入書におけるご指摘等を踏ま

え、受‐講生の皆様に解約規約の改訂の事実及び既受講生にも遡及適用 されるこ

とをより分かりやすくお伝えできるよう、ホームページ上の記載を変更いたし

増I瞥i対し,釉 [1」】舞iEEな革塩警}」」i」誓li:
、受講生の皆様人の周知をはかつてお ります。

次に、案内場所における通知会社のパンフレッ トにおいて、改訂前の申込規

約が記載 されたものがそのまま陳列・配布 されているとのご指摘につきまして

は、改訂前の申込規約が記載 されたパンフレッ トに改訂後の申込規約が記載 さ

れた案内文を挟み込む等の措置を講 じてお りますが、貴法人のご指摘等を踏ま

う
なこli薔 堡需牲L[骰 [尋iftよfm驚 だょ %等 を踏まな

申込規約の改訂及びその周知を進めてお りますので、現状では、必ず しも同契

約の締結の必要性はないものと思料いた します。
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差出人
〒3200821 栃木県宇都宮市一条 4丁 目5番 21号ラ 。メール 1-B

ほたか総合法律事務所
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と して差し出したことを証明しま|す。

年 10月 15日
留内容証明郵便物

弁護士亀岡弘敬
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